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共同受信施設への経費助成業務等の実施について 

 
 地上デジタルテレビ放送の普及を視聴者等の負担の増大を抑制し

ながら効率的に推進し、電波法に規定する期限までに円滑にアナロ

グテレビ放送を終了するための２業務を放送法第９条第２項第８号

に規定する「放送及びその受信の進歩発達に特に必要な業務」とし

て行うこととしたい。 
本業務は同条第１０項の規定により総務大臣の認可事項とされて

いることから、実施する業務の対象施設の要件や助成額等を別紙①、

②の認可申請書に記載のとおり定めることとし、同申請書により総

務大臣に認可を申請することとしたい。 
ついては、定款第１３条第１項第１号ニの規定により議決を得た

い。 
 

 実施する業務の概要は次のとおり。 
 
１ 地上デジタルテレビ放送の難視聴地域における共同受信施設へ

の経費助成業務 
本業務は、地上デジタルテレビ放送の難視聴地域において、共同

受信施設によって地上デジタルテレビ放送を受信しようとする場

合について、当該施設の共聴組合に対し、地上デジタルテレビ放送

を安定的かつ継続的に受信できるように施設を整備し又は維持す

る経費の一部を助成する業務である。 
 
２ 日本放送協会の共同受信施設等が不要となる場合の代替手段へ

の移行円滑化助成業務 
本業務は、ＮＨＫ共聴等において、当該ＮＨＫ施設の組合員等が

他のケーブルテレビ等に移行して視聴することにより、組合員が皆

無となり当該施設のデジタル化改修等が不要となる場合について、

移行の態様に応じて、共同受信施設の組合等に対し、移行の円滑化

のために必要な経費の一部を助成する業務である。 
 
（なお、本件は１１月１２日の総務省電波監理審議会で諮問・答申

される見込み） 


